
町長選挙、町議会議員補欠選挙、第26回参議院議員通常選挙のお知らせ
　7月10日（日）は、山北町長選挙及び山北町議会議員補欠選挙の投票日です。なお、当日は第26回参
議院議員通常選挙も併せて行われます。
　各投票区の投票所などについてお知らせします。

投票日時　7月10日（日）7：00～20：00
投票場所

投票区 投票所 投票区 投票所
山北第1投票区 旧山北体育館横投票所 共 和 投 票 区 共和のもりセンター（多目的室1）
山北第2投票区 山北町役場 清水第1投票区 清水ふれあいセンター
山北第3投票区 高齢者いきいきセンター 清水第2投票区 谷ケ公民館
山北第4投票区 湯坂公民館 清水第3投票区 ㈲田中モータース展示室
山北第5投票区 山北中学校（柔剣道場） 三保第1投票区 三保支所（和室）
山北第6投票区 下本村コミュニティセンター 三保第2投票区 畑集会所
平 山 投 票 区 平山集会所 三保第3投票区 玄倉公民館

【期日前投票について】
　都合により投票日に投票に行くことができない
場合は、期日前投票ができます。
投票期間　7月6日（水）から9日（土）まで
投票時間　8：30～20：00
投 票 所　役場1階　町民ホール
※6日、7日、8日の18時以降及び9日の終日は、

役場正面玄関からの入場ができませんので、裏
口にお回りいただくようお願いします。

※参議院議員通常選挙の期日前投票も実施中です。

問 合 せ　選挙管理委員会（企画総務課内）
　　　　　（☎75－3651）

❶

　本号に掲載している内容については、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、延期や中止となる場
合があります。最新情報については町ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

山北鉄道公園保存会整備作業のお知らせ
　山北鉄道公園保存会は、蒸気機関車Ｄ5270を
通じて鉄道の歴史及び文化の知識、理解を深める
ことを目的として活動しています。今年度の活動
として整備作業を行いますので、興味のある方は
ぜひ見学にお越しください。会員も随時募集して
います。
日　時　7月19日（火）9:00～
場　所　山北鉄道公園
問合せ　山北鉄道公園保存会事務局(都市整備課)　　
　　　　（☎75－3647）

令和4年度保険税（料）の
本算定決定通知書を郵送します
　今年度の国民健康保険税、介護保険料及び後期
高齢者医療制度保険料の決定通知を、7月中旬に
郵送します。
○国民健康保険税

令和3年中の所得や令和4年度の固定資産税など
によって計算されます。

○介護保険料
令和3年中の所得や令和4年度の住民税の課税
状況などにより1段階から12段階で計算され
ます。

○後期高齢者医療制度保険料
　令和3年中の所得などにより計算されます。
※詳しくは、決定通知書でご確認ください。
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）　　

夏季プールの一般開放中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染防止のため、今年度に
つきましても夏季プール（町営プール、川村小学
校プール）の一般開放を中止します。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）
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町職員を募集します！！
　町では、令和5年4月1日採用の職員を募集します。
採用予定日 職　種 採用人数 応　募　資　格 職務内容

令和5年
4月1日

事 務 職

若干名

平成4年4月2日以降に生まれ、高等学校以上
の学校を卒業した人（令和5年3月卒業見込
者含む）

パソコン業務・窓口
業務などの行政事務

土木技術職
昭和57年4月2日以降に生まれ、高等学校以
上の学校を卒業した人で、土木に関する専門
課程を修了（見込者含む）した人（令和5年
3月卒業見込者含む）

土木業務

保 健 師
昭和57年4月2日以降に生まれ、保健師の資
格をお持ちの人、又は採用期日までに取得見
込みの人（令和5年3月卒業見込者含む）

保健師業務

保 育 教 諭
幼稚園教諭
保  育  士

昭和47年4月2日以降に生まれ、幼稚園教諭
及び保育士の資格をお持ちの人、又は採用期
日までに取得見込みの人（令和5年3月卒業
見込者含む）

認定こども園・幼稚
園・保育園での保育
業務

提出書類　・申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたもの）
　　　　　・エントリーシート（町指定のもの）
　　　　　・成績証明書
　　　　　・卒業証明書又は卒業見込証明書
　　　　　・資格証明書又は取得見込証明書（保健師・幼保職のみ）
※専門学校を卒業又は卒業見込みの人は、高等学校の成績証明書・卒業証明書も同時に提出してください。
※申込書・エントリーシートは、企画総務課で配付しています（町ホームページからもダウンロードできます）。
給　　与　町の規定による（そのほか、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当などを支給）
受付期間　8月22日（月）～26日（金）8：30～17：15　
申込み方法　必要書類を直接又は郵送にて企画総務課総務班に提出してください
※郵送の場合、書類に不備、不足などがあると受付できませんのでご注意ください。
試験日程　第1次試験：10月 5日（水） 13：00～（予定）
　　　　　第2次試験：10月27日（木） 13：00～（予定）
　　　　　第3次試験：11月11日（金） 13：00～（予定）
試験会場　生涯学習センター（第1次試験）ほか
試験内容　第1次試験：一般的な知識についての筆記試験、適性検査など
　　　　　第2次・3次試験：面接試験
問合せ提出先　企画総務課総務班（☎75－3651）

❷

令和4年度「わくわく自然教室」に参加しませんか
日　　時　9月3日（土）9：30～16：00（受付9：00～）※雨天中止
場　　所　西丹沢中川ロッヂ（山北町中川971－111）
内　　容　川遊び、野外炊事、レクリエーションなど
対　　象　町内在住の小学4～6年生、町内在住の中学1～3年生
定　　員　小学生　25名、中学生　 5名（共に先着順）
費　　用　無料（町負担で保険に加入します）
申込み期間　7月4日（月）から29日（金）まで
申込み方法　①生涯学習課へ電話での申込み
　　　　　②申込書に必要事項を記入し、生涯学習課へ直接、FAX又はメールにて提出
　　　　　　（申込書は町ホームページからダウンロードできます）
　　　　　③町ホームページから応募フォームに入力（右上の画像からアクセスできます）
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649　FAX75－3661）
申 込 み　（メールgakusyu@town.yamakita.kanagawa.jp）



❸

住民税非課税世帯等に対する経済支援事業について
　町では、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を受けている住民税非課税世帯等を支援する
ため、住民税非課税世帯等に対する経済支援事業を実施します。
○令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
対象世帯　令和4年6月1日時点で町に住民票があり「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金」を受給していない世帯のうち、
　　　　　①世帯員全員の令和4年度住民税が非課税である場合
　　　　　②新型コロナウイルスの影響により令和4年1月以降に家計が急変し、世帯員全員の収入が住

民税非課税相当水準まで減少した場合
　　　　　のいずれかに該当する世帯
給 付 額　1世帯につき15万円（町独自上乗せ分5万円含む）
申請方法　①に該当の方・・・町から手続きについてのお知らせを送付します
　　　　　②に該当の方・・・申請書、所得見込額の申立書、令和4年1月以降の任意の1月の収入の分

かる書類（給与明細などの写し）、本人確認書類（運転免許証などの写
し）、振込先の分かる書類（通帳などの写し）

申請期限　9月30日（金）
○山北町住民税非課税世帯経済支援プレミアム付き商品券
対象世帯　令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付を受けた世帯
給 付 額　山北町プレミアム付き商品券3万円分
※手続きは不要です。対象世帯には7月下旬に町から簡易書留郵便で商品券を送付します。

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

合併処理浄化槽を設置しましょう
　衛生的で快適な生活と、河川や水路などの水環
境の保全を図るために、合併処理浄化槽を設置し
ましょう。設置を希望される場合は、事前に上下
水道課へご相談ください。
　また、下水道処理区域の方は、公共下水道に接
続するようお願いします。

【合併処理浄化槽設置補助金について】
○共和・清水地域にお住まいの方へ
　単独処理浄化槽・汲

く
み取りから合併処理浄化槽

へ切り替えを行う場合には、町からの補助があり
ます。
　また、家の建て替えや増築に伴い切り替えを行
う場合についても対象となります。

○三保地域にお住まいの方へ
　高度処理型合併処理浄化槽の設置を希望される
方は、町が設置工事を行います。
　町が設置した高度処理型合併処理浄化槽につい
ては、維持管理は町が行いますが、設置の次の年
度より分担金、使用開始と共に浄化槽使用料が必
要となります。

※補助金などについては、国の基準改定などによ
り変更となる場合があります。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

夏休みの放課後子ども教室
ボランティアを募集します

　夏休みに実施する放課後子ども教室にご協力い
ただける方を募集します。ご参加いただける方
は、こども教育課までご連絡ください。

日　時　8月3日（水）、10日（水）、17日（水）
いずれも8：00～12：00

場　所　川村小学校
内　容　小学生の学習補助や体験活動の見守りなど
問合せ　こども教育課教育支援班
申込み　（☎75－3648）

源泉所得税個別指導会・
経営個別相談会のご案内

　源泉所得税の納期特例申請をされている事業所
の令和4年1月～6月分の報告・納付期限は、7月
11日（月）です（税額が無い場合でも、納付書に
よる報告義務があります）。
　町商工会では、次のとおり源泉所得税や各種補
助金、経営全般に関する個別相談会を実施します。
　いずれも予約制のため、相談を希望される方は
事前にご予約のうえお越しください。

日　　時　7月6日（水）、7日（木）、8日（金）
　　　　　≪源泉個別指導会≫　10：00～15：00
　　　　　≪経営個別相談会≫　13：00～15：00
場　　所　山北町商工会館　会議室
問合せ申込み　山北町商工会（☎76－3451）



3か月児健康診査 ※個別健康診査
日　　時　平日12：00～12：45（水曜日を除く）
場　　所　樹こどもクリニック
　　　　　（開成町吉田島4320－2）
対　　象　生後3か月～4か月の乳児

持 ち 物
　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

　　　　　※問診票、子育てアンケートは個別に郵
送します。

7月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時 医療機関にお問い合わせください
場　　所 足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象 生後10か月～11か月の乳児
　　　　　※満1歳の誕生日前日まで。
持 ち 物 母子健康手帳、お誕生前健診票
　　　　　※お誕生前健診票は個別に郵送します。

1歳6か月児・2歳児健康診査
月　　日　7月19日（火）
受付時間　午後（時間は個別に通知します）
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1

対　　象　令和2年11月～12月生まれの幼児
　　　　　令和2年 5 月～ 6 月生まれの幼児
　　　　　母子健康手帳、問診票、子育てアンケ
　　　　　ート、健康チェック票、お子さんの歯
持 ち 物　ブラシ
　　　　　※問診票、子育てアンケート、健康チ
　　　　　　ェック票は個別に郵送します。
※希望者にはむし歯予防の薬を塗ります。

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

実施日 時　間 場　所
7月13日
（水）

  9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

健康福祉センター
1階　内科診察室

対　　象　町内にお住まいの方　　　　　　　　　　　　　　　
内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

今月の納期限
●11日
　上下水道使用料（B地区第2期分）

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　町議会では、皆さんとの意見交換の場を増やす
ことを目的に「おしゃべりＣａｆｅ」をオープン
します。
  日頃、議員は何してるの？山北町はどうなって
いくの？私の思いを聴いて！など…
　なんでも結構です。気軽にお立ち寄りいただ
き、皆さんの『声』をお聞かせください。
　なお、新型コロナウイルス感染防止のため、マ
スクの着用などにご協力をお願いします。
開 催 日 時　間 場　所
7月20日
（水）

13：30～
15：30

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

8月20日
（土）

13：30～
15：30

山北駅前Cafe NICO横
（芝生スペース付近）

9月20日
（火）

13：30～
15：30

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

「こどもコンサート2022」
出演団体を募集します！

参加資格　町内外でこどもを中心に、太鼓・和洋
楽器演奏・コーラス・ダンスなどの活
動をしている団体

費　　用　無料
申込み期限　7月15日（金）まで
【コンサートについて】
日　　時　8月27日（土）13：30～17：00
場　　所　生涯学習センター　多目的ホール
問 合 せ　こどもコンサート2022実行委員会
申 込 み　幹事長　田代
　　　　　（☎76－3111又は090－3203－5940）
　　　　　（メールsyasui@rice.ocn.ne.jp）

人権行政相談
日　　時　7月20日（水）13：00～15：00
場　　所　役場4階　403会議室
※受付は402会議室（403会議室隣）です。
相談内容　プライバシーの侵害、児童虐待（暴

力・養育放棄・いじめなど）の問題
や、行政に対する苦情や要望など

※行政に対するお困りごとは、電話でも受付していま
す。「行政苦情110番」へご連絡ください。

連 絡 先　総務省行政苦情110番
　　　　　（☎0570－090110）
問 合 せ　企画総務課総務班（☎75－3651）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


